
栃木県女性活躍推進企業等情報発信のための記事作成等業務委託仕様書 

  

 本仕様書は、栃木県（以下、「甲」という。）が発注する栃木県女性活躍推進企業等情報発信のための

記事作成等業務（以下、「委託業務」という。）を受託する者（以下、「乙」という。）の業務について、

必要な事項を定めるものである。  

 

１ 業務名  

栃木県女性活躍推進企業等情報発信のための記事作成等業務 

 

２ 業務の目的 

女性活躍の推進に積極的に取り組む県内企業・女性ロールモデル・県及び市町の女性活躍関連事業

等を取材し、記事として県ホームページ等へ掲載し周知することにより、県内における女性活躍推進

や働き方の見直し等の取組について、より一層の活性化を図る。 

 

３ 委託期間  

契約締結の日から令和９（2027）年３月31日まで 

 

４ 業務の内容 

県内企業等における女性活躍推進の取組紹介記事等の作成 

 ・栃木県内において女性活躍推進に取り組む企業・女性ロールモデル・県及び市町の女性活躍関連事

業等を取材し、その取組を紹介する記事等を作成する。また、作成した記事を「とちぎ女性応援サ

イトWelle（ウェル）」やSNS等で効果的に発信するための画像等を制作する。 

 ・紹介企業等は乙の提案により、甲と協議の上決定する。なお、企業選定にあたっては、「とちぎ女性

活躍応援団」や「男女生き活き企業認定・表彰制度」等、女性活躍推進や働き方改革に関連する県

の認定等を受けている企業とする。 

 ・記事は、10件程度作成し、委託期間中に月１～２回程度の間隔で納品する。 

 ・記事の内容は、乙の提案により、甲と協議の上決定する。なお、記事の作成にあたっては「とちぎ

女性応援サイトWelle（ウェル）」に掲載の「ONE-UP!WOMAN」ページ等を参考に、取材対象に応じ適

切な設問等を設定すること。 

  ※「ONE-UP!WOMAN」ページURL：https://welle.pref.tochigi.lg.jp/career/interview/ 

 ・取材にあたっては、Webサイト等に掲載可能な写真を複数枚撮影すること。 

 ・記事の作成と併せて、各記事の周知を効果的に行うにあたり必要と考えられる画像等を制作する。

画像等は静止画・動画を問わず、乙の提案により、甲と協議の上決定する。 

 ・記事及び画像等の制作物は、全て電子データで納品すること。 

 ・その他、記事を県内企業及び県民に広く周知・ＰＲするための手段について、提案内容に含めるこ



と。 

 ・乙は、紹介企業等の提案、企業との連絡調整、取材及び撮影、納品データ制作等を行う。 

 ・「とちぎ女性応援サイトWelle（ウェル）」等への納品データの掲載は、甲が行う。 

 

５ その他 

（１）業務責任者等の通知 

   委託契約後、乙は業務遂行上の責任者を定めるとともに、事業計画書を作成し、甲に書面で提出

するものとする。 

（２）成果物に関する権利の帰属等 

 ア 著作権等の取扱い 

(ｱ) 本業務にて制作した各種素材等の成果物の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 

27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）等は、甲に帰属するものとする。 

(ｲ) 本事業の実施に当たりイラスト、写真等第三者が権利を有するものを使用する場合、乙におい

て、第三者との間で発生する著作権、肖像権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負

担等に係る一切の手続きを行うこと。また、契約期間の終了後も著作権等の問題が発生しない

よう、必要な手続きを行うこと。 

(ｳ) 乙は、本業務により自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作権人格権を行使し

ないものとする。 

イ 二次使用について 

甲は、成果物について、受託者及び紹介企業等に許可を得ることなくインターネット上も含めて

二次使用できるものとし、乙はそのために必要な手続きを行うこと。本業務の成果は甲に帰属する。 

また、本業務の実施に当たって、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合

には、乙の責任において、その権利の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続き

を行うこととする。 

（３）第三者への委託 

   乙は、委託業務を自ら実施するものとする。但し、委託業務を効率的に実施するために必要な場

合は、業務の一部をあらかじめ甲の承認を受けた上で第三者に委託することができる。 

（４）完了報告書の提出 

乙は、委託業務を完了したときは、10 日以内に甲に対して業務完了報告書を提出するものとす

る。 

（５）委託料の支払時期 

   委託料の支払いは、事業完了検査後の精算払とする。 

（６）機密保持及び個人情報の保護 

 本事業の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とす

る。事業実施のための個人情報の取り扱いについては、別途甲が示す「個人情報取扱特記事項」の



定めに従うものとする。 

（７）証拠書類等の保管 

乙は、本委託事業の実施に要した経費は他の事業と経理区分するとともに、帳簿及び全ての証拠

書類を備え、令和13（2031）年度末日まで保管しなければならない。また、甲の求めに応じ、関係

資料の提出を行うこと。 

（８）その他 

   本仕様書に定めのない事項であっても甲が必要と認め、指示する簡易な事項については、契約金

額の範囲内で実施するものとする。 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、甲と乙が協

議の上、定めるものとする。 

 



 

 

 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契

約に係る業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及

び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害すること

のないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （従事者の監督等） 

第３ 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事

者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよ

う、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの

契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 （収集の制限） 

第４ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契

約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （適正管理） 

第６ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （作業場所の特定等） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場

所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはな

らない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された

資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （資料等の返還） 



 

 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したと

きは、その指示した方法によるものとする。 

 （資料等の廃棄等） 

第10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報

及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読

が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。 

 （再委託） 

第11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取

り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙に

対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者（以下「再委託

先」という。）に求めるものとする。 

３ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による一

切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべて

の行為及びその結果に責任を負うものとする。 

４ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情

報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と

約定しなければならない。 

 （事故発生時における報告） 

第12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が

発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に

従わなければならない。 

 （実地調査等） 

第13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っ

ている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めるこ

とができる。 

 （指示） 

第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、そ

の取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 
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